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29 広報みはるが好き
令和６年４月号

暮
ら
し

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
高
齢
者
社
会

参
加
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
ま
し
ょ
う

　
町
で
指
定
し
た
介
護
施
設
等
で
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
高
齢
者
社

会
参
加
ポ
イ
ン
ト
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

の
対
象
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
う
際
は
、
次
の
注
意
事
項
を

よ
く
ご
確
認
の
う
え
活
動
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
受
入
施
設

の
担
当
者
と
事
前
に
連
絡
し
、
日

程
や
活
動
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
に
知
り
得

た
利
用
者
の
個
人
情
報
は
、
第
三

者
に
口
外
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
活
動
中
の
け
が
や
事
故
に
備
え
、保

険
の
加
入
を
お
勧
め
し
ま
す
。（
保

険
料
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。）

　
な
お
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
三
春
町
社
会
福
祉
協
議
会
内
／
☎

62
︲
８
５
８
６
）
で
は
、
活
動
の
日

程
調
整
や
保
険
の
ご
案
内
も
し
て
い

ま
す
。

　
ポ
イ
ン
ト
付
与
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入

施
設
一
覧
は
こ
ち
ら➡

問
保
健
福
祉
課 

介
護
保
険
グ
ル
ー
プ

☎
62
︲
３
１
６
６

し尿及び浄化槽汚泥収集運搬・浄化槽清掃業務のお知らせ

　2023（令和５）年４月より、汲取り式のトイレの汲
取り・浄化槽清掃を町で実施しています。
　しかし、浄化槽の管理は町で行う場合と管理会社で
行う場合があります。
　詳しくは、下表のとおりです。

問 三春町衛生処理センター ☎ 61-5180

区分 支払方法 支払日（引落日） 新規登録

納付書払い 清掃の際にお渡しする「実施報告書兼納付書」で、
各金融機関窓口、役場 1階会計窓口でお支払い 清掃実施日の翌月末日まで ─

口座振替 口座からの自動引落し 清掃実施日の翌月末日
※土、日、祝日の場合は、翌営業日

各金融機関窓口で
お申込みください。

　浄化槽の清掃料金の支払いは納付書払いか、口座振
替となります。

　管理会社の場合、管理料金の支払いは管理会社とな
ります。
　なお、管理会社に支払う方は、浄化槽の清掃料金につ
いては町への支払いとなりますので、ご注意ください。

※作業時の現金支払いはできませんので、ご注意ください。
※支払いは口座振替が便利です。町では口座振替を推進
しています。ぜひ、ご協力ください。

浄化槽は町設置型？
※町に下水道料金を支
払っていますか？ 浄化槽管理業者が、皆さんの浄

化槽を維持管理しています。
支払い先は管理会社となります。

町（企業局）で維持管理を行い
ます。

浄化槽の清掃は町で行います。
支払い先は町となりますので、
ご注意ください。

町設置型浄化槽

【町で行う場合】

支払っている

支払っていない

【清掃料金】

【管理料金】
町設置型以外の

浄化槽

【管理会社の場合】

〒 963-4318　福島県田村市船引町光陽台 26　Tel：0247-65-7700　Fax：0247-65-7701　https://www.denso.com/group/denso-fukushima/

地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています
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